
 

 

長野県住生活基本計画（H28～H37）の改定について 

 

 

１ 策定根拠 

住生活基本法（平成 18 年 6 月 8 日法律第 61 号）（抜粋） 

第３章 住生活基本計画  

（全国計画）  

第 15 条 政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上

の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び

向上の促進に関する基本的な計画（以下「全国計画」という。）を定めなければならない。  

（都道府県計画）  

第17条 都道府県は、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定の確保

及び向上の促進に関する基本的な計画（以下「都道府県計画」という。）を定めるものとする。 

   

２ 性格 

  住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本

的な計画 

 

３ 全国計画に対する都道府県計画の位置づけ 

政府が策定する全国計画に即して都道府県計画を策定 

 

４ 計画の概要 

(1) 全国計画（平成 28 年 3 月 18 日閣議決定） 

期間：平成２８年度～平成３７年度（10 年間） 

内容：施策の基本的方針、全国的見地からの目標・施策 

   

(2) 長野県計画（平成 29 年 1 月変更・公表） 

ア 趣旨 

県民の豊かな住生活の実現に向けて、住生活の安定と向上に係る基本的な方針や取り組

むべき施策を明らかにし、住宅施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

イ 位置付け（性格） 

・住生活基本法（平成 18 年６月８日法律第 61 号）第 17 条に基づく都道府県計画 

・市町村が地域の実情に応じた住宅施策を計画していく際の指針 

・県民や民間事業者等関係者に対し長野県が目指す住まいや住環境のあり方を提示 

ウ 期間 

    平成２８年度（2016 年度）から令和７年度（2025 年度）までの 10 年間 

※社会経済情勢の変化及び施策の効果に対する評価を踏まえ、５年毎に見直し 10 年計画を策定 

エ 基本理念 

 ～信州の住みよい暮らしを次代につなぐ～ 

  安心ですこやか、多様な暮らしを支える住まいをめざして 
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オ 基本的な視点（３つ） 

 ○少子高齢化、人口・世帯数減少社会への対応 

 ○地域の特性や実情への配慮 

 ○暮らしに関わる他分野との連携 

カ 計画の目標（５つ） 

 １ 地域の資源を活かした環境にやさしい住まいづくり 

 ２ 災害に強く快適で健康な住まいづくり 

 ３ 誰もが安心して暮らせる住まいの提供 

 ４ 地域の特性に応じた活力あるまち・むらづくり 

 ５ 地域の住まいを支える住生活産業の成長・発展 

 

   ・現行の長野県住生活基本計画（計画期間：平成 28 年度から令和７年度）の前期 5 年（平

成 28 年度から令和３年度）が経過することから、平成 28 年 3 月の住生活基本計画（全国

計画）の改定を受けて、令和３年度から令和 12 年度までの計画に改定する。 

   ・本改正時において、住宅施策関連計画（高齢者居住安定確保計画および賃貸住宅供給促進

計画）を住生活基本計画内に統合する。 

 

 

２ 策定体制 

(1) 長野県住宅審議会、同幹事会 

 (2) 幅広い県民意見等の聴取 

区 分 内 容 

意見募集 パブリックコメント（県ホームページ等）他（令和３年度予定） 

調査 
住まいに関する県民アンケート調査、新築住宅性能実態調査 

（令和２年度予定） 

 

 

３ スケジュール（予定） 

 令和２年度 令和３年度 

８月  10 月  ２月 5 月       8 月          10 月  12 月 

住宅審議会 
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 幹事会        ← 必要に応じて開催 → 

意見募集 
 ←ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ(9月)→ 

←市町村に協議→ 

調査等 
県民ｱﾝｹｰﾄ（12 月） 

新築住宅性能調査(8～12 月) 
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〇 長野県の住宅施策に係る計画について

計画名 目的
策定
状況

根拠法令 計画期間 見直し等

住生活基本計画
住民の住生活の安定の
確保及び向上

〇
住生活基本法
（※義務規定）

2016年度～
（H28）
2025年度
（R5）

5年毎
（2021年度）

高齢者居住安定
確保計画

高齢者の居住の安定の
確保及び福祉の増進

〇

高齢者の居住の安定確保に
関する法律
（高齢者住まい法）
（※任意規定）

2018年度～
（H30）
2023年度
（R5）

3年毎
（2021年度）

賃貸住宅供給促
進計画

住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給
の促進

×

住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の供給の促進に関
する法律
（住宅セーフティネット法）
（※任意規定）

- -
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〇 計画の統合について（スケジュール）（案）

計画名 2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
（R1)

2020
（R2)

2021
（R3)

2022
（R4)

住生活基本計画 見直し
準備

基礎調査
見直し

高齢者居住安定
確保計画

見直し
見直し 見直し

賃貸住宅供給
促進計画

策定

R3年度に「高齢者居住安定確保計画」及び「賃貸住宅供給促進計画」に規定する内容を
「住生活基本計画」に規定（統合）する

資料2-５
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分類 番号 質問 選択肢

問1 あなたの居住地を選んでください。

〔東信地域〕　１　上田市　　２　小諸市　　３　佐久市　　４　東御市
　　　　　　　５　南佐久郡　６　北佐久郡　７　小県郡
〔南信地域〕　８　岡谷市　　９　飯田市　　10　諏訪市　　11　伊那市　　12　駒ヶ根市
　　　　　　　13　茅野市　　14　諏訪郡　　15　上伊那郡　16　下伊那郡
〔中信地域〕　17　松本市　　18　大町市　　19　塩尻市　　20　安曇野市
　　　　　　　21　木曽郡　　22　東筑摩郡　23　北安曇郡
〔北信地域〕　24　長野市　　25　須坂市　　26　中野市　　27　飯山市　　28　千曲市
　　　　　　　29　埴科郡　　30　上高井郡　31　下高井郡　32　上水内郡　33　下水内郡

問2 あなたがお住まいの地域を選んでください。
１　市街地（大きな都市の中心部）　　　２　郊外の住宅地（大きな都市の中心部周辺や隣接町村）
３　町村の中心部（中心集落）　　　　　４　農山村集落　　　　　５　その他（　　　　　）

問3 あなたの性別を選んでください。 １　男性　　　　　２　女性
問4 あなたの年齢を選んでください。 １　20～29歳　　　２　30～39歳　　　３　40～49歳　　　４　50～59歳　　　５　60～64歳　　　６　65歳以上

問5
あなたの世帯の構成を選んでください（同居世帯を
含む）。

１　単身世帯　　　　　　　　　　　　　２　夫婦のみ世帯　　　　　３　２世代世帯（親と子の世帯）
４　３世代世帯（祖父母と親と子など）　５　その他（　　　　　）

問6 あなたの世帯には65歳以上の方がいますか。 １　いる　　　　　２　いない
問7 あなたの世帯には18歳未満の方がいますか。 １　いる　　　　　２　いない

問8
あなたが現在住んでいる住宅は、次のどれに該当し
ますか。

〔持家〕　１　持家の一戸建て　　　２　持家の共同住宅（分譲マンションなど）
〔借家〕　３　借家の一戸建て　　　４　公営住宅（県営住宅や市町村営住宅など）
　　　　　５　借家の高齢者向け民間共同住宅（高齢者専用住宅、サービス付き高齢者向け住宅など）
　　　　　６　借家の民間共同住宅（高齢者向け以外のアパート、賃貸マンションなど）
　　　　　７　社宅・官舎・寮など
〔 他 〕　８　その他（　　　　　）

問9
あなたが現在住んでいる住宅は、いつ頃建築されま
したか。

１　昭和45年以前　　　　　　　２　昭和46年～昭和55年　　　　　３　昭和56年～平成２年
４　平成３年～平成12年　　　　５　平成13年～平成22年　　　　　６　平成23年以降　　　　　　７　分からない
(注) 借家などにお住まいの方もご承知されている範囲で記入してください。

問10
生活の基本的な要素は「衣」･「食」･「住」である
といわれていますが、あなたの「住」（住まい）
は、10年前に比べて良くなっていますか。

１　良くなっている　　　　　　２　やや良くなっている　　　　　３　どちらとも言えない
４　やや悪くなっている　　　　５　悪くなっている

問11
あなたは、自分が住む住宅は持家と借家のどちらが
よいと思いますか。

１　持家　　　　　　　　２　借家　　　　　　　　３　特にこだわらない

問12
あなたは、新たに住宅を取得するとしたら、新築住
宅と中古住宅のどちらがよいと思いますか。

１　新築住宅　　　　　　２　中古住宅　　　　　　３　特にこだわらない

問13
（問12で２を選んだ方におたずねします。）
中古住宅がよいと思う理由を次の中から２つ以内で
選んでください。

１　実物を見て生活をイメージできるから　　　　　　　　　　　　　２　省資源・環境保全に貢献できると思うから
３　自分の手でリフォームすることを楽しめそうだから　　　　　　　４　新築住宅に比べて価格が手頃だと思うから
５　すぐに入居できるから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　昔ながらの雰囲気が好きだから
７　その他（　　　　　）

問14

（問12で１または３を選んだ方におたずねしま
す。）
中古住宅を選択しなかった理由を次の中から２つ以
内で選んでください。

１　早い時期にリフォーム（修繕や増改築など）が必要となりそうだから　　２　耐久性に問題がありそうだから
３　資産価値の割に価格が高そうだから　　　　　　　　　　　　　　　　　４　他の人が利用した住宅に住みたくないから
５　希望通りの間取りや内装の住宅が見つかりにくそうだから　　　　　　　６　見えない部分の状態に不安があるから
７　その他（　　　　　）

問15
あなたは、新たに住宅を取得するとしたら、どのよ
うな構造の住宅を選びたいと思いますか。

１　一戸建ての木造住宅で、在来工法のもの
２　一戸建ての木造住宅で、在来工法以外のもの（プレハブ工法、ログハウスなど）
３　一戸建ての非木造住宅（鉄骨造や鉄筋コンクリート造の住宅）
４　マンションなどの集合住宅
５　特にこだわらない
６　その他（　　　　　）
(注)「在来工法」とは、木造軸組工法ともいい、土台の上に柱を立てて梁を架ける工法で、日本では最も一般的な建て方です。
　　「プレハブ工法」とは、規格化された部品や部材をあらかじめ工場で生産し、建築場所で組み立てる建て方です。

問16
（問15で１を選んだ方におたずねします。）
構造材（土台、柱、梁・桁等）の加工について、ど
のような住宅を選びたいと思いますか。

１　大工職人の手作業による加工（いわゆる「手刻み」）を中心にしたもの
２　工場での機械加工（いわゆる「プレカット」）を中心にしたもの
３　特にこだわらない

２
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（参考）平成27年度　住まいに関する県民アンケート

アンケート内容

１
　
回
答
者
の
属
性



資料２－６

問17
あなたは、住宅を新築したりリフォームするとした
ら、どこに依頼しようと思いますか。

１　大手ハウスメーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　地場の建築会社や大工・工務店
３　設計は建築士（設計事務所）、建設は建築会社、大工・工務店　　４　特にこだわらない
５　その他（　　　　　）

問18
（問17で１から３を選んだ方におたずねします。）
その主な理由を次の中から２つ以内で選んでくださ
い。

１　技術力が高いから　　　２　経験が豊富だから　　　　　　　　　　３　知名度が高いから
４　建設費が安いから　　　５　アフターサービスが良いから　　　　　６　知り合いがいる、または自分が関係しているから
７　人柄が信頼できるから　８　細かな要望にも応えてくれそうだから　９　その他（　　　　　）

問19
あなたは、新たに住宅を取得するとしたら、どのよ
うな点を特に重視しますか。次の中から３つ以内で
選んでください。

１　地震・台風などに対する強さ　　　　　　　　　　　　　２　火災時の避難のしやすさや建物の燃えにくさ
３　耐用年数の長さ・耐久性　　　　　　　　　　　　　　　４　給排水管やガス管の修理や修繕のしやすさ
５　断熱性や気密性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　内装材などの健康への配慮
７　日照、採光、通風のよさ　　　　　　　　　　　　　　　８　維持管理のしやすさ
９　高齢者をはじめ誰もが使いやすい構造や設備　　　　　　10　防犯性
11　間取りの変更のしやすさ　　　　　　　　　　　　　　　12　十分な広さ、ゆとりのスペース
13　光熱費などランニングコストの低さ　　　　　　　　　　14　外観や内装などのデザイン
15　その他（　　　　　）

問20
あなたが現在住んでいる住宅をリフォームする予定
または希望はありますか。

１　ある　　　　　　２　ない

問21
（問20で１を選んだ方におたずねします。）
どのようなリフォームをしたいですか。次の中から
３つ以内で選んでください。

１　リビングを広くするなど間取りの変更　　　　　　　２　手すり設置、段差解消などバリアフリー化
３　面積の拡大（増築）　　　　　　　　　　　　　　　４　台所・キッチンの設備の性能向上・更新
５　浴室・トイレの性能向上・更新　　　　　　　　　　６　天井・壁・窓などの高断熱化（省エネルギー化）
７　太陽光発電設備など省エネルギー機器の設置　　　　８　地震に対する安全性の向上（耐震改修）
９　天井・壁・床など内装の修繕・模様替え　　　　　　10　屋根・外壁など外装の修繕・改修
11　その他（　　　　　）

問22
（問20で１を選んだ方におたずねします。）
予算の上限はどのくらいですか。

１　50万円未満　　　　　　　　　　　　２　50万円以上100万円未満　　　　　　 　３　100万円以上300万円未満
４　300万円以上500万円未満　　　　　　５　500万円以上1,000万円未満　　　　　　６　1,000万円以上

問23
（問20で１を選んだ方におたずねします。）
時期はいつ頃を想定していますか。

１　１年以内　　　　　　　　　　　　　２　１年先～３年以内　　　　　　　　　　３　３年先～５年以内
４　５年先～10年以内　　　　　　　　　５　10年先以降　　　　　　　　　　　　　６　未定

問24
（問20で２を選んだ方におたずねします。）
その主な理由を次の中から１つ選んでください。

１　現在の住宅に満足しているから　　　　　　　　　　　２　資金に余裕がないから
３　どの業者に依頼すればよいか分からないから　　　　　４　住み続けながらの工事は大変そうだから
５　住宅の後継者がおらず、お金をかける気がないから　　６　借家だから
７　その他（　　　　　）

問25
あなたは、自分が住む住宅の環境について、不満に
思っていることがありますか。次の中から３つ以内
で選んでください。

１　火災・地震・水害などに対する安全性　　　　　　　　２　まわりの道路の歩行時の安全性
３　治安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　騒音、振動、空気・水の汚れ
５　通勤・通学などの利便性　　　　　　　　　　　　　　６　日常の買い物、医療・福祉施設などの利便性
７　大型商業施設、娯楽施設の充実　　　　　　　　　　　８　公共交通機関の利便性
９　子どもの遊び場・公園などの充実　　　　　　　　　　10　緑・水辺など自然の豊かさ
11　日当たり、風通しなど空間のゆとり　　　　　　　　　12　まちなみの景観
13　近隣の人たちや地域とのつながり　　　　　　　　　　14　親族（親・子どもなど）の住宅との距離
15　特にない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　その他（　　　　　）

問26
あなたは、新築やリフォームで木材を使うとした
ら、どのような点を最も重視しますか。

１　品質　　　　　　　　　　　　　　　２　価格　　　　　　　　　　　　　３　産地
４　特にない　　　　　　　　　　　　　５　その他（　　　　　）

問27
あなたは、住宅を新築したりリフォームするとした
ら、木材の産地はどこのものがよいと思いますか。

１　長野県内のうち、近隣地域　　　　　２　長野県内　　　　　　　　　　　３　国内
４　国外　　　　　　　　　　　　　　　５　特にこだわらない

問28
あなたが、住宅の建設にあたって、地球環境に配慮
するために特に重要だと思うことは何ですか。次の
中から２つ以内で選んでください。

１　断熱性や気密性など、省エネルギー性能の高さ　　　２　太陽光・太陽熱など、自然エネルギーの活用
３　住宅建材のリサイクル等の推進　　　　　　　　　　４　住宅の長期使用（長寿命化）
５　県産木材など地域の森林資源の活用　　　　　　　　６　特にない
７　その他（　　　　　）

問29
あなたが住宅の省エネルギー化について、最も関心
があるのはどのような点ですか。次の中から２つ以
内で選んでください。

１　地球環境の保全にどの程度貢献できるか　　　　　　　２　光熱費をどの程度節減できるか
３　省エネルギー化のための初期費用はどのくらいか　　　４　快適・健康に生活することができるか
５　特にない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　その他（　　　　　）

問30

あなたは、長期にわたり良好に使用するための措置が講じ
られた新築住宅を「長期優良住宅」として認定する制度を
知っていますか。
(注)「長期優良住宅」とは、構造躯体の劣化対策、耐震
性、維持管理・更新の容易性等の措置が講じられ、維持保
全計画を策定して認定を受けた住宅のことで、所得税、固
定資産税等の軽減、住宅ローン金利の引下げ、建設費補助
等の優遇制度があります。

１　よく知っている　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　少し知っている
３　名称だけは聞いたことがある　　　　　　　　　　　　４　知らない
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問31

あなたは、二酸化炭素の排出の抑制に特に配慮された新築
住宅を「低炭素建築物（住宅）」として認定する制度を
知っていますか。
(注)「低炭素建築物（住宅）」とは、エネルギー消費量の
低減対策のほか、節水対策・木材利用等の措置を講じた建
築物（住宅）のことで、所得税等の軽減、住宅ローン金利
の引下げ、建設費補助、容積率緩和等の優遇措置がありま
す。

１　よく知っている　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　少し知っている
３　名称だけは聞いたことがある　　　　　　　　　　　　４　知らない

問32
あなたは、現在住んでいる住宅の地震に対する安全
性（耐震性）について、どう考えていますか。

１　耐震性はある（または、あると思う）　　　　　　　　２　耐震性は不足している（または、不足していると思う）
３　関心があるが、耐震性があるかどうか分からない　　　４　特に関心がない
５　その他（　　　　　）

問33
あなたは、仮に現在住んでいる住宅の耐震性が不足
していることが分かった場合、どのような対策をと
ろうと思いますか。

１　全く壊れないように住宅を補強したい
２　倒壊せず避難ができる程度に住宅を補強したい
３　特に住宅の補強はしないが、耐震シェルター（耐震ベッド）を設置することで、少なくとも就寝時の安全は確保したい
４　特に住宅の補強はしないが、本棚・家具などの転倒防止対策は行いたい
５　現在の住宅の対策をとるのではなく、建替えや別の住宅への住替えをしたい
６　特に対策をとらない
７　その他（　　　　　）
(注)「耐震シェルター」、「耐震ベッド」とは、地震で住宅が倒壊しても寝室や睡眠スペースを守るため、住宅内の一部に木材や鉄
骨等で作る強固な箱型の空間のことです。

問34
（問33で３から６を選んだ方におたずねします。）
その主な理由を次の中から１つ選んでください。

１　資金に余裕がないから　　　　　　　　　　　　　　　　　２　どの業者に依頼すればよいか分からないから
３　居住性や使い勝手が悪くなりそうだから　　　　　　　　　４　住み続けながらの工事は大変そうだから
５　自分が住んでいる間には、大地震は来ないと思うから　　　６　住宅の後継者がおらず、お金をかける気がないから
７　借家だから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８　その他（　　　　　）

問35

あなたが高齢者になったとき（現在高齢者の方も含
みます。）のことを考えて、現在住んでいる住宅及
びその周辺について不安に感じることはあります
か。次の中から２つ以内で選んでください。

１　住居費（改修費や家賃など）の負担　　　　　　　　　　　　　　　　　２　火災や地震などの安全性
３　手すりがない、段差があるなど、バリアフリー化されていないこと　　　４　病院や福祉施設などが近くにないこと
５　商店が近くにないこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　まわりの道路の歩行時の安全性
７　親族が近くにいないこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８　公共交通機関が不便なこと
９　近隣や地域とのつながり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　特にない
11　その他（　　　　　）

問36
あなたが高齢者になったとき（現在高齢者の方も含
みます。）、誰と一緒に住みたいと望んでいます
か。

１　単身または夫婦だけで住みたい　　　　　　　　　２　子どもなど親族と一緒に住みたい
３　親族の近くで単身または夫婦だけで住みたい　　　４　知人や友人と一緒に住みたい
５　その他（　　　　　）

問37

公営住宅は、住宅にお困りで一定の収入以下の方に、低廉
な家賃の住宅を賃貸することを目的としていますが、現状
では昭和30年～40年代に建設された公営住宅が数多くあ
り、老朽化が進行しています。
あなたは、今後、老朽化した公営住宅の整備をどのように
したらよいと思いますか。

１　公営住宅の必要性は高く、不足しているので、新たに増やすべきだと思う
２　公営住宅の必要性は高いが、戸数は間に合っているので、現状の戸数を維持していけばよいと思う
３　公営住宅の必要性は減少しており、老朽化した住宅は取り壊して徐々に減らしていけばよいと思う
４　公営住宅の必要性は低いので、民間住宅に任せればよいと思う
５　いずれとも言えない
６　その他（　　　　　）

問38

公営住宅は、県と市町村がそれぞれ建設し管理しています
が、管理が異なることにより、募集情報の提供や入居申込
みの窓口が別になるなど、入居希望者にとって不便である
との指摘があります。また、高齢化社会が進んでいく中、
公営住宅は住まいの提供ということだけでなく、健康や見
守り等の福祉の分野、コミュニティーの形成や地域、まち
づくりの分野との連携が、ますます必要になっていきま
す。
このような状況で、あなたは今後の公営住宅の供給はどの
ように行うのがよいと思いますか。

１　住民に身近であること、地域づくりの観点から、市町村が行うのがよい
２　広域的な観点から、県が行うのがよい
３　どちらとも言えない
４　その他（　　　　　）

問39
あなたがこれから住宅を借りるとしたら、場所につ
いて何が重要だと思いますか。

１　郊外等で交通や日常の買い物など生活に不便であっても、自然豊かで環境に恵まれていること
２　市街地で交通や生活に便利であること
３　どちらとも言えない
４　その他（　　　　　）

問40
あなたがこれから住宅を借りるとしたら、住宅の新
しさと家賃について何が重要だと思いますか。

１　家賃が高くても、住宅が新しく設備等が整っていること
２　住宅が古く設備等が新しくなくても、家賃が安いこと
３　どちらとも言えない
４　その他（　　　　　）

問41
あなたは、現在住んでいる地区のまちなみ景観につ
いて、どのような印象をお持ちですか。

１　大変良い　　　　　　　　２　まあ良い　　　　　３　どちらとも言えない
４　あまり良くない　　　　　５　良くない
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問42

（問41で４または５を選んだ方におたずねしま
す。）
その主な理由を次の中から２つ以内で選んでくださ
い。

１　周囲の景観に調和していない建物や工作物があるから（外壁の色、形など）　　２　電柱、電線が気になるから
３　看板、広告塔が乱立しているから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　ポスターなどが氾濫しているから
５　塀、垣根などに緑が少ないから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　街路樹などが少ないから
７　自動販売機が目立つから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８　老朽建物や空き家があるから
９　積極的な景観育成の取組がなく、殺風景だから　　　　　　　　　　　　　　　10　その他（　　　　　）

問43
あなたは、これからの景観育成のためには、どのよ
うなことが大切だと思いますか。次の中から２つ以
内で選んでください。

１　建物の色や形などに対する行政指導や処分　　　　　２　法律による制度の活用（地区計画等）
３　地域住民の参加によるボランティア活動　　　　　　４　景観育成のための、行政からの経費助成
５　景観に配慮した公共事業の推進　　　　　　　　　　６　景観に関する講習会や表彰の実施などの啓発活動
７　まちなみ景観の育成に関する情報の提供（ガイドライン、デザインマニュアル等）
８　その他（　　　　　）

問44

あなたは、市街地の中心部に住む人が減少している
傾向について、住む環境から見て主にどのような問
題があるからだと思いますか。次の中から２つ以内
で選んでください。

１　騒音や振動など環境がよくない　　　　　　２　災害に対する安全性が低い
３　高齢者や障害者が生活しにくい　　　　　　４　病院や福祉施設などの利用がしにくい
５　商店が減少して利便が低下している　　　　６　住宅や敷地の確保が難しい
７　住宅費（土地代や家賃）が高い　　　　　　８　駐車場の確保が難しい
９　公園や緑地の利用がしにくい　　　　　　　10　まちなみや景観がよくない
11　その他（　　　　　）

問45
近年、空き家の増加が社会問題になっていますが、
あなたは周囲の空き家について、どう感じています
か。

１　空き家が増えてきている　　　　　　　　　　　２　空き家があるが、数はあまり変わらない
３　空き家があるが、減ってきている　　　　　　　４　空き家があるとは感じない　　　　　　　　　５　分からない

問46
あなたにとって、空き家に関する不安、問題、困っ
ていること等はありますか。次の中から３つ以内で
選んでください。

１　近隣に空き家があり、治安、防災、衛生等の面で不安がある。　２　空き家を所有しているが、活用の仕方が分からない。
３　空き家を所有しており、買い手（借り手）が見つからない。　　４　空き家を所有しており、維持管理に費用や手間がかかる。
５　空き家を所有しており、除却したいが手をつけられない。　　　６　空き家物件を買いたい（借りたい）が、見つからない。
７　空き家についての相談先が分からない　　　　　　　　　　　　８　特にない
９　その他（　　　　　）

問47
あなたにとって「信州らしい住まい」とはどのようなイ
メージですか。どんなことでも構いませんので、ご自由に
お書きください。

問48
住宅・景観・まちづくりなどについて、行政に期待
することや意見などがありましたら、ご自由にお書
きください。

・

・

【令和２年度】追加検討設問（案）

ゼロカーボン住宅に対する意識に係る設問

災害への備えに対する意識に係る設問
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少子高齢化、人口・世帯数減少社会への対応 

［H27 までは国勢調査、H32 以降は 
国立社会保障・人口問題研究所推計］  

◇住宅の量は充足、世帯数との差は次第に拡大  

◇人口は既に減少、世帯数も今後は減少する見込み 

◇少子高齢化は一段と進展する見込み 

◆住宅ストック活用型社会への転換と空き家対策  

◆居住ニーズとの不一致の解消 

◆進展する少子高齢社会に応じた居住環境の整備  

災害に強く快適で健康な住まいづくり 

 

地域の資源を活かした環境にやさしい住まいづくり 
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公営住宅入居世帯の状況 

（10 年前と比べて） 

（22%） 

長野県住生活基本計画の概要 住宅施策を取り巻く現状と課題   【計画期間】平成28年度（2016年度）～平成37年度（2025年度） 
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［住宅・土地統計調査］ 
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現状 

課題 

◇新設木造住宅の県産木材利用は一定量で推移  

◇省エネルギー化された住宅ストックは限定的  

◆地域資源の利活用による地消地産の住まいづくり  

◆既存住宅の省エネルギー化の一層の促進 

現状 

課題 

［住宅着工統計、長野県木材統計］ 
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居住世帯のある住宅

783千戸の24％

（年）

［住宅・土地統計調査］ 

◇住宅の耐震化率は 77.5％ 

◇高齢者等対応設備がある住宅は 59.3％ 

◆耐震化の一層の促進と安全･安心な住まいづくり  

◆健康長寿のための快適･健康な住まいづくり 

現状 

課題 

S56年以降建

設, 529.4千

戸, 67.6%耐震性あり

（S55年以前

建設）, 40.4

千戸, 5.2%

耐震改修済み

（S55年以前

建設）, 37.2

千戸, 4.7%

耐震性不十分

（S55年以前

建設）, 176

千戸, 22.5%

耐震性あり,

607千戸, 

77.5%

［H25 住宅・土地統計調査から推計］  
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［住宅・土地統計調査］ 

誰もが安心して暮らせる住まいの提供 

 ◇公営住宅入居世帯は、高齢者世帯（特に単身･夫婦

のみ世帯）が増加 

◇公営住宅の１／３が耐用年数を経過 

◆住宅セーフティネットの充実 

◆公営住宅の計画的な建替や改修等による長寿命化  

現状 

課題 

［建設部まとめ］ 

［建設部まとめ］ 

11,152戸

（33.8％）
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（40.7％）
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計32,960戸

（戸）

（H28.4.1現在）

地域の特性に応じた活力あるまち・むらづくり 

 ◇増加する空き家で防災･衛生･景観等の悪化の懸念  

◇過疎地域における少子高齢化が顕著 

◆既存住宅の有効活用と状況に応じた除却･建替え  

◆景観育成等による個性豊かな特色ある地域づくり  
課題 

［住宅・土地統計調査］ 

現状 
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［企画振興部まとめ］ 

地域の住まいを支える住生活産業の成長・発展 

 ◇「信州らしい住まい」への共通イメージ 

◇木造住宅建設の担い手である大工等技術者は減少  

◆地域に根ざした良質な住まいづくり 

◆その担い手の確保･育成や技能･技術の継承 

 

課題 

現状 

［H27 住まいに関する県民アンケート（建設部）］  

イメージ キーワード 

自然と調和した住まい 自然豊か（水、空気、緑、山、森林）、自然素材、景観  等  

木を活かした住まい 木造、県産木材、まきストーブ、生垣、庭木  等  

農業を取り入れた住まい 家庭菜園、田園風景、自給自足、農家住宅  等  

伝統、文化と調和した住まい 古民家、和風、地域文化、旧街道、田舎の原風景、昔ながら、在来工法  等  

寒冷地に適した住まい 高断熱、冬寒くない、床暖房、雪に強い 等  

あたたかい交流のある住まい 近所付き合い、世代間交流、三世代同居、縁側  等  

ゆとりのある住まい 一戸建て、隣家との間隔が広い、駐車場が広い、広い間取り、庭  等  

自然ｴﾈﾙｷﾞｰを活用した住まい 高い晴天率、太陽光・太陽熱、通風  等  

○その他  

・近隣同士のつながりがあり、幅広い年齢層の人々が生き生きと生活できる  

・はっきりした四季を感じることができる  

・豊かな自然の中で、子どもたちがのびのびと育つ  

・多少の不便さがあっても、ゆったりのんびり住んでいける（交通の便が悪い、公園が少ない）  

「信州らしい住まい」のイメージ 
［H27 住まいに関する県民アンケート（建設部）］  

［H22 までは国勢調査、H27 は推計］ 

住宅数と世帯数  人口と年齢構成  

新設住宅（木造在来工法）における推定木材使用量と県産木材建築用材製品出荷量  

（推定木材使用量は、木造在来工法の新設住宅着工戸数×１棟当たりの平均木材使用量（林務部調べ））  

住宅への省エネルギー機器等の設置状況  

住宅の耐震化の状況  高齢者等のための設備が 
ある住宅の割合  

（高齢者等のための設備は、手すり、スロ
ープ、車いすが通行できる廊下幅など）  

公営住宅の管理状況 

空き家の状況  高齢者、年少者の割合  

高齢者（65 歳以上） 年少者（15 歳未満） 

現在の住まいの評価  大工就業者数 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比

27,422 30,361 △ 2,939

単 身 6,724 24.5% 5,950 19.6% 774 4.9

夫婦のみ 1,901 6.9% 1,621 5.3% 280 1.6

その他 2,566 9.4% 2,475 8.2% 91 1.2

合 計 11,191 40.8% 10,046 33.1% 1,145 7.7

3,820 13.9% 3,372 11.1% 448 2.8

3,613 13.2% 4,321 14.2% △ 708 △ 1.1

1,407 5.1% 1,810 6.0% △ 403 △ 0.8
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 長野県住生活基本計画の概要 目標と施策体系          【計画期間】平成28年度（2016年度）～平成37年度（2025年度） 

～信州の住みよい暮らしを次代につなぐ～ 

安心ですこやか、多様な暮らしを支える住まいをめざして 

○少子高齢化、人口・世帯数減少社会への対応 

○地域の特性や実情への配慮 

○暮らしに関わる他分野との連携 

目 標 基本的な施策 主な施策展開 目標達成指標 

目標１ 

地域の資源を活かした 

環境にやさしい住まいづくり 

目標５ 

地域の住まいを支える 

住生活産業の成長・発展 

目標４ 

地域の特性に応じた 

活力あるまち・むらづくり 

目標３ 

誰もが安心して 

暮らせる住まいの提供 

目標２ 

災害に強く 

快適で健康な住まいづくり 

１ 地消地産の住まいづくり 

２ 二酸化炭素排出量の削減に配慮した住まいづくり  

３ 環境と共生する住まいづくり 

１ 暮らしを守る安全･安心な住まいづくり 

２ 健康長寿に適した住まいづくり 

３ 長く活用される良質な住まいづくり 

１ 地域的･社会的ニーズに応じた公営住宅の運営  

２ 民間賃貸住宅と連携した住宅セーフティネットの充実  

３ 速やかな被災者の住まいの確保 

１ 多世代が生き生きと暮らす地域づくり 

２ 住まいの適切な維持管理と空き家対策 

３ 地域の魅力を活かした居住環境づくり 

１ 地域に根ざした住宅産業の継承 

２ 住生活産業の多角化･成長 

３ 既存住宅の流通、リフォーム市場の拡大 

・良質な木造住宅の建設の促進  

・県産木材等の利用の促進  

・省エネルギー化の促進  
・自然エネルギーの導入の促進  
・高性能省エネルギー住宅の普及の促進  

・住宅の環境性能が適正に評価される仕組みの普及の促進  

・建設廃棄物の発生の抑制とリサイクルの促進  

・耐震化の促進  
・災害発生危険区域内の安全性の確保  

・雪に強い住まいの普及の促進  
・建築規制の的確な運用と適切な維持保全の指導、啓発  

・快適で健康な居住空間の確保  
・バリアフリーに配慮した生活空間の整備  

・住宅を長く大切に使う社会の実現  
・既存住宅の性能向上リフォームの促進  

・公営住宅の公平で的確な供給  

・公営住宅の計画的な建設、建替えと長寿命化の促進  
・県、市町村及び住宅供給公社の役割分担を踏まえた公営住宅の供給、運営  
・公営住宅の福祉目的活用等の推進  

・住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居しやすい環境づくり  

・災害発生時の住まいの確保  
・被災住宅の再建支援  

・子育てしやすい居住環境の整備  
・高齢者等が暮らしやすい居住環境の整備  
・移住・二地域居住の推進  

・既存住宅の維持管理と品質･魅力の向上  
・急増する空き家の活用･除却の推進  

・良好な景観への誘導  

・美しい景観と一体となった居住環境整備  
・地域が主体となった景観の育成  
・まちなか居住の推進とコンパクトなまちづくり  

・担い手の確保、育成  
・地域住宅産業の基盤の強化  

・住宅ストックビジネスの活性化の促進  

・安心して既存住宅の取引ができる環境の整備  
・情報提供・相談体制の充実  

1-1 新設住宅（木造在来工法）の推定木材使用量に  
対する県産木材建築用材製品出荷量の比率  

30.1％（H26）  ⇒  50％（H37）  

1-2 すべての窓が二重サッシ又は複層ガラスに  
なっている住宅ストックの割合  

24.0％（H25）  ⇒  35％（H37）  

1-3 長期優良住宅の認定を受けた新築住宅の割合  
16.2％（H27）  ⇒  20％（H37）  

2-1 住宅の耐震化率  

77.5％（H25）  ⇒  95％（H37）  

2-2 高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率  
（２か所以上の手すり設置又は屋内の段差解消に該当

するもの）  

48％（H25） ⇒  80％（H37）  

2-3 住宅性能表示制度を利用する新築住宅の割合  
13.8％（H27）  ⇒  40％（H37）  

3-1 公営住宅の供給量  
H28～32：17,550 戸   

県営 3,400 戸   

市町村営 4,150 戸   
H28～37：15,100 戸   

県営 6,800 戸   

市町村営 8,300 戸   

3-2 最低居住面積水準未満率  
1.8％（H25）  ⇒  できるだけ早期に解消   

3-3 応急仮設住宅の建設候補地を選定している市町村の割合  
91％（H28） ⇒  早期に 100％  

4-1 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率  
56％（H25） ⇒  70％（H37）  

4-2 空家等対策計画を策定した市町村の割合  

4％（H27）  ⇒  80％（H37）  

4-3 景観行政団体に移行した市町村の割合  
26％（H27） ⇒  40％（H37）  

5-1 新設住宅（持ち家）における木造在来工法の割合  
74.8％（H27）  ⇒  75％を維持（H37）  

5-2 リフォーム実施率（持ち家）  
6.4％（H21～25 平均）  ⇒  8％（H37）  

5-3 既存住宅売買瑕疵
か し

保険加入率  
4％（H26）  ⇒  20％（H37）  

基本的な 

視 点 
基本理念 

新規整備戸数と  

退去で生じた空家  

の募集戸数の合計  


